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１ 計画の目的と趣旨 

四万十市では、豊富な地域資源を活かした総合的な産業振興を進めるための指針として、平成 27 年３

月に「四万十市産業振興計画」を策定しましたが、令和２年３月末で計画期間が終了したことから、これ

までの取り組みを踏まえ、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする「四万十市産業振興

計画 Ver.２」を策定するものです。 

本計画の推進によって目指す将来像は、『地域資源を活かした産業の力みなぎる四万十市』としており、

「地産地消」を促進し市内における経済の循環を大きくするとともに、本市が有する豊かな地域資源を育

て、磨き上げ、組み合わせることで新たな付加価値を生み出し、“四万十”のブランド力を磨き、余すとこ

ろなく発信し売り出すことで、外貨を稼ぐ「地産外商」を推進し、競争力があり持続可能な産業を目指し

ています。 

 

２ 計画の期間 

本計画の期間は、上位計画である「四万十市総合計画」及び「四万十市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の計画期間と整合性を図り、目標年次は平成 27 年度を初年度とする 10 年間、具体的な取組みの計

画期間を 5 年間とします。 

今回の計画期間は、後期 5 年間（令和２年度～令和 6 年度）とし、前期 5 年間の実績等を踏まえなが

ら、社会経済情勢の動きに迅速に対応できるように、また、新たなアイデアを盛り込めるよう、計画の進

行管理（PDCA サイクル）とあわせ、毎年度、追加、改正を加えていくとともに、計画の推進にあたって

は、それぞれの取組みの実施主体、成果指標と目標を明確にし、実効性を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次 H27 H28 H29 H30 H31 R２ R３ R４ R５ R６ 

四万十市総合計画 

          

          

四万十市まち・ひと・

しごと創生総合戦略 

          

四万十市産業振興計画 

          

          

Ⅰ概要

基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

第１期計画 第２期計画 

目標年次 

前期計画（Ver.１） 後期計画（Ver.２） 



 

 

 

 

１ 人口推移と将来予測 

本市の人口は、年々減少傾向で、少子高齢化が進展し、今後もこの傾向は進むと予測されます。 

また、高齢化がさらに進む一方、生産年齢人口は、H27 年の 18,391 人から R７年の 15,156 人へ

とその約 5 分の 1 にあたる 3,235 人が減少すると見込まれており、市内の市場（消費）が縮小してい

くとともに、担い手の減少により産業の活力が低下していくことが懸念されます。 

■年齢４区分別人口の推移と将来予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成 27 年までは、国勢調査（総務省）、令和２年以降は、「日本の将来推計人口（平成 30 年推計）」（国立社会保障・

人口問題研究所）※年齢不詳の場合があるので、年齢区分の合計人口が総人口と合致しない場合がある 

 

２ 人口の自然動態と社会動態 

本市の人口における自然動態（出生者－死亡者）は、少子化の影響及び死亡者の増加傾向により、毎

年マイナスで推移しています。 

一方、社会動態（転入者－転出者）は、プラスになる年があるなどマイナス値が縮小していますが、

少子化により進学や就職などで転出する若者の絶対数が一因と考えられ、転入者数が増加していないこ

とからも、決して楽観視できるものではありません。 

■自然動態の推移                 ■社会動態の推移 
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Ⅱ本市の産業を取り巻く状況
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出典：人口移動調査（厚生労働省）                  出典：住民基本台帳人口移動調査（総務省） 
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3 産業別就業者数の状況 

就業者数は、平成７年から平成 27 年の 20 年間で 4,013 人（△20.1％）の減少で、市人口の減少率

（4,678 人：△12.0％）を上回っています。 

特に、第１次産業が 1,036 人（△36.3％）の減少、第２次産業が 1,852 人（△42.6％）と大幅に

減少しています。 

■産業別就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（総務省） ※分類不能があるため合計と合致しない 

■業種別就業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成７年度 平成12年度 平成17年度 平成22年度 平成27年度 

就業人口 19,938人 19,204人 18,179人 16,278人 15,925人 

第３次産業 12,729人 12,923人 12,814人 11,853人 11,297人 

第２次産業 4,343人 4,051人 3,273人 2,483人 2,491人 

鉱業 60人 47人 16人 12人 4人 

建設業 2,698人 2,764人 2,215人 1,547人 1,539人 

製造業 1,585人 1,240人 1,042人 924人 948人 

第１次産業 2,853人 2,215人 2,062人 1,873人 1,817人 

漁業 96人 79人 75人 65人 5人 9

林業 289人 189人 131人 248人 222人 

農業 2,468人 1,947人 1,856人 1,560人 1,536人 

2,853人 2,215人 2,062人 1,873人 1,817人
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4,051人 3,273人 2,483人 2,491人
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出典：平成 27 年度国勢調査（総務省） 



 

 

４ 市内総生産額の推移 

本市の市内総生産額の推移をみると、平成 25 年度以降は 1,100 億円以上となっており、産業振興

計画の初年度となる平成 27 年度以降は平成 26 年度以前の生産額を上回っています。 

平成 26 度を基準に産業別でみると、第 1 次産業は、「農業」が毎年度上昇傾向で、平成 28 年度前

年比で＋8.6％、第２次産業は平成 28 年度に減少に転じ平成 28 年度前年比△12.8％、第３次産業は、

「保健衛生・社会事業」「専門・科学技術、業務支援サービス業」などが伸びているものの、全体では平

成 28 年度前年比△0.3％で、ほぼ横ばいとなっています。 

■産業別就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

第１次産業 2,855 3,092 3,096 3,168 3,297 3,320 3,607 

 

農業 1,873 2,012 2,057 1,933 1,944 2,165 2,544 

林業 689 808 717 951 1,056 763 799 

水産業 293 272 322 284 297 392 264 

第２次産業 12,269 11,923 10,943 12,151 12,120 13,737 11,979 

 

鉱業 392 500 382 457 85 83 68 

製造業 3,073 3,603 3,190 3,198 3,321 4,080 3,941 

建設業 8,804 7,820 7,371 8,496 8,714 9,574 7,970 

第３次産業 93,942 94,764 95,059 97,145 96,397 97,872 97,569 

 

電気･ガス･水道･廃棄
物処理業 2,993 2,557 2,238 2,358 2,985 3,017 3,218 

卸売･小売業 14,391 15,335 14,895 14,961 14,954 14,952 15,155 

運輸･郵便業 6,618 5,950 6,561 7,131 7,801 7,792 7,222 

宿泊・飲食サービス業 5,644 5,634 5,422 5,876 5,631 5,590 5,901 

情報通信業 598 912 899 897 1,039 1,048 1,049 

金融･保険業 7,618 7,372 7,204 7,232 6,814 7,244 6,909 

不動産業 11,613 11,547 11,470 11,432 11,318 11,360 11,430 
専門・科学技術、業務支
援サービス業 6,586 6,833 6,986 7,523 7,657 8,013 8,292 

公務 8,445 8,772 8,861 9,127 8,542 8,637 8,255 

教育 9,074 9,103 8,998 8,738 8,837 8,822 8,736 

保健衛生･社会事業 12,725 13,007 13,505 13,634 13,827 14,304 14,553 

その他のサービス 7,637 7,742 8,020 8,236 6,992 7,093 6,849 

輸入品に課される税・関税 1,059 1,246 1,264 1,434 1,905 1,905 1,630 
（控除）総資本形成に係る

消費税 465 555 553 634 786 990 979 

総 計 109,660 110,470 109,809 113,264 112,933 115,844 113,806 

出典：平成 28 年度市町村経済統計書（高知県） 
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１ 計画の位置づけと目指す将来像 

この計画は、上位計画の「四万十市総合計画」の基本構想を踏まえ、本市の産業について、より具体

的な取組みを示す個別計画に位置付けられるものです。 

計画の推進によって目指す将来像（10 年後の成功イメージ）は、「四万十市総合計画」基本構想に掲

げる基本目標にあわせ『地域資源を活かした産業の力みなぎる四万十市』としています。 

 

２ 横断的基本戦略と戦略の加速化 

四万十市産業振興計画 Ver.１（平成 27 年度～平成 31 年度）での取り組み状況を踏まえ、産業振興

における分野的な「基本戦略」と戦略をより実効性のあるものとするための「戦略の加速化」について

以下のとおり定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ基本的な考え方と施策の展開

  

 

 

 

     情報発信と 

外商の強化

各事業者の情報力と販売力（外
商）強化への支援に加え、事業
者、関係機関が連携した一元的な
情報発信とアンテナショップや各
種物産展・商談会、旅行エージェ
ントや各種媒体などあらゆる機
会、チャンネルを活用した組織的
な販売（外商）活動を推進しま
す。 

足腰を固め、地力を高める 

農林水産業の生産性を高める取
組みや産地化、ブランド化などに
より、産地としての維持・強化を
図ります。 

また、「地産地消」を促進し、
市外へのお金の流出を少なくし市
内における経済の循環を大きくす
ることで、商工業の底 
上げします。 

産業間の連携を強化する 

一次産品の特色を活かした商品
開発・販売促進（６次産業化）や
「食」の磨き上げなど全国に通用
し競争力のある商品づくりを進め
ます。 

また、観光を切り口に各産業の
連携を深め、相乗効果による 

面的に広がりのある滞 
在型・通年型の観 

光地づくりを 
進めます。 

 

 

 

 

産業の担い手、 

人材の確保・育成 

各産業分野の新規就業や起業、
事業承継などの課題を整理し、担
い手の確保を推進します。 

また、人材育成研修などを活用
し、各産業分野や地域において新
たな知識・技術を持った人材育成
を推進するとともに、人手不足の
解消に向け、外国人材の受け入れ
も視野に人材確保に努めます。 

●計画推進体制と支援策の強化 
推進体制の明確化と定期的なフォロ

ーアップの実施 

国・県・市の支援策の相談・支援の充実 

●国の地方創生事業の活用 
地方創生交付金事業や企業版ふるさ

と納税の活用 

●県産振計画との連携と協働 
県計画の地域アクションプランへの

積極的な提言 

全県的な取組みとの積極的な連携と協

働 

●「産・官・学・金・労・言」の連携 
「産(産業界)」、「官(行政機関)」、「学(教

育機関)」、「金(金融機関)」、「労(労働団

体)」、「言(メディア)」の連携・協働に

よる計画の具現化 

●移住促進による活性化 
各産業分野及び地域の担い手の確保 

移住による市内市場への経済波及効果 

●シティプロモーションの推進 
市ロゴマーク等を使用した、各産業分

野で統一感ある PR 活動の推進 

様々な媒体や手法でのプロモーショ

ン活動を実施 

●SDGｓの取り組みを促進 
本計画を経済・社会・環境の三側面を

調和させながら推進し、ＳＤＧｓの目

標達成に貢献する取組みを実施 



 

 

 

 

３ ＳＷＯＴ分析と基本戦略 

 



 

 

４ 計画の構成と施策の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

１ 計画の推進体制 

この計画は、産業間の連携のもと一体的かつ相乗的に推進していかなければなりません。 

そのため、「産業振興計画検討チーム」を庁内に設置し、関係課の緊密な連携による庁内横断的な推進を

図るとともに、県の地域支援企画員に参画いただいくことで県計画との連携・協働による、より効果的な

推進を図ります。 

あわせて、必要に応じて民間の実践者を加えた「ワーキンググループ」を編成し、民間ならではの柔軟

な発想や意見を活かした施策などの検討も加えていきます。 

また、各産業分野の関係組織や協議会などとの緊密な連携・調整により、官民協働で計画を具現化して

いくとともに、産業関連団体の代表者や有識者、関係行政機関の職員などで構成する「産業振興計画フォ

ローアップ委員会」を組織し、計画の進捗状況や評価、検証、修正・追加などを毎年行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ計画の推進に向けて

 

【農業】 

高知県農業協同組合 

認定農業者連絡協議会 

【林業】 

中村市森林組合 

西土佐村森林組合 

四万十市建築協会 

四万十ヒノキブランド化推進協議会 

【水産業】 

四万十川漁業振興協議会 

下田漁業協同組合 

【商工業】 

中村商工会議所 

四万十市西土佐商工会 

四万十市商店街振興組合連合会 

中村料理飲食店組合 

高知県建設業協会中村支部 

【観光】 

四万十市観光協会 

四万十黒潮旅館組合 

幡多広域観光協議会 

               など 

 

 

 
【構成】産業関係団体の代表者(構成員) 

有識者 

関係行政機関の職員 

【オブザーバー】 

市長・副市長 

関係課長 

 

 

 
【構成】副市長・関係課職員 

県地域支援企画員 

【構成】検討チームの構成員 

民間の実践者 

産業振興計画検討チーム 

ワーキンググループ 

※主に産業間連携をテーマに 

施策などの検討 

検
証

・
調
整 

連携・調整 

関係組織・協議会等 

産業振興計画フォローアップ委員会 



 

 

２ 産業振興推進総合支援事業費補助金 

 

地域の素材を活かした商品の企画・開発、加工、販路拡大などの生産から販売までの取組みや観光振

興に資する取組みなどを総合的に支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 対象となる取組み 

産業振興計画のアクションプランに位置付けられた取組み又はこれに準ずる取組みで、産業振興に

資すると認められ、雇用の創出や所得の向上など地域への経済波及効果が高い取組み。（既存の取組み

を単に継続するだけのものや、市の他の補助金等を受けている取組みは除きます。） 

② 補助の内容 

取組みの段階に応じて下記のとおり支援します。 

◆調査・研究段階の支援 

〔事業内容〕視察研修、市場・販路調査、アドバイザー招致 など 

〔補助率〕10/10 以内 （上限 50 万円） 

◆事業化・推進段階の支援 

〔事業内容〕商品開発・改良、販路開拓、観光交流促進、施設・設備等整備 など 

〔補助率〕2/3 以内 （上限ソフト事業 100 万円・ハード事業 350 万円） 

※上記のほか国や県等の補助事業に対する継ぎ足し補助もあります。 

③ 問い合わせ・申込み先 

 

（市）企画広報課、農林水産課、観光商工課、支所産業建設課 

TEL：34-1145（市企画広報課）または各課に直接お問い合わせください。 

例えば・・・ 

●地域の農林水産物を使った商品を開発し販売したい。 

●今ある商品の磨き上げや生産を拡大し外商につなげたい。 

●観光の情報発信や体験型観光などのメニューづくりがしたい。 

●新たなサービスの提供やイベントを実施し観光に繋げたい。 

など 産業振興に取り組む意欲ある事業者を支援します!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 万 十 市 産 業 振 興 計 画 

令和 2 年 3 月 

四万十市 企画広報課 産業振興室 

〒787-8501 四万十市中村大橋通 4 丁目 10 番地 

TEL 0880-34-1145 

FAX 0880-35-0007 

E-mail：sansin@city.shimanto.lg.jp 

http://www.city.shimanto.lg.jp/topj.html 
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